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進路指導部    

 

 

スタディサプリの契約に関する留意事項について（改訂） 

 

 

現在、本校では補助教材としてスタディサプリの導入を決定し、運用を始めているところ

ですが、今回の学校による導入（法人契約）と既に個人で契約をしている生徒（個人契約）

との関連において、整理すべき問題が生じています。以下に整理したポイントとリクルート

社作成の〈参考資料〉を参考にして、各ご家庭で契約形態についてご判断ください。 

 

・法人契約の場合、今年度に限り無料で利用できます。 

・既に月額 980円（税抜き）で契約している人が、今回解約して来年度改めて契約する場 

合には、月額 1,980円（税抜き）での新契約となってしまいます。 

・法人契約と個人契約では内容に違いがあります。 

・以上の点を考えて、個人契約を続けるどうかについて、各ご家庭で判断してください。 

 

※何か不明な点があれば、学校まで連絡してください。 

 

  

 

 


